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市議会議案第85号

水戸市旅館業法施行条例の一部を改正する条例

　水戸市旅館業法施行条例（令和元年水戸市条例第30号）の一部を次のように改正する。

　第４条第１項及び第５条中「及び第３条の３第３項」を「，第３条の３第２項及び第３条の４第３項」

に改める。

　第10条中「第５条第３号」を「第５条第１項第４号」に改める。

　第11条第１項中「求めよう」を「受けよう」に改め，同項の表法第３条の２第１項又は第３条の３第１

項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認の項中「又は第３条の３第１項」を「，第３条

の３第１項又は第３条の４第１項」に改める。

　　　付　則

　この条例は，生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部

を改正する法律（令和５年法律第52号）の施行の日から施行する。

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第86号

水戸市火災予防条例の一部を改正する条例

　水戸市火災予防条例（昭和37年水戸市条例第18号）の一部を次のように改正する。

　第11条第１項第４号中「キュービクル式のものにあっては，」を削る。

　第11条の２第１項各号列記以外の部分を次のように改める。

　　急速充電設備（電気を設備内部で変圧して，電気自動車等（電気を動力源とする自動車，原動機付自

転車，船舶，航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。）にコネクター（充電用ケーブルを

電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。）を用いて充電する設備（全出力20キロワット

以下のものを除く。）をいい，分離型のもの（変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト（コネク

ター及び充電用ケーブルを収納する設備で，変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。）により

構成されるものをいう。以下同じ。）にあっては，充電ポストを含む。以下同じ。）の位置，構造及び

管理は，次に掲げる基準によらなければならない。

　第11条の２第１項第１号ただし書を次のように改める。

　　　ただし，次に掲げるものにあっては，この限りでない。

　　ア　不燃材料で造り，又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの

　　イ　分離型のものの充電ポスト

　第11条の２第１項第２号に次のただし書を加える。

　　　ただし，分離型のものの充電ポストにあっては，この限りでない。

　第11条の２第１項第４号中「雨水等」を「その筐体は，雨水等」に改め，同項第６号中「急速充電設

備」を「コネクター」に改め，同項第７号中「急速充電設備と」を「コネクターが」に，「との接続部

に」を「に接続され，」に改め，同項第11号を次のように改める。

　⑾　手動で緊急停止させることができる装置を，当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに，速

やかに操作することができる箇所に設けること。

　第11条の２第１項第12号中「自動車等」を「急速充電設備と電気自動車等」に改め，同項第13号中

「（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号において同じ。）」を削

り，同項第16号中「蓄電池を」を「蓄電池（主として保安のために設けるものを除く。）を」に改め，同

項中第18号を第19号とし，第17号を第18号とし，第16号の次に次の１号を加える。

　⒄　分離型のものにあっては，充電ポストに蓄電池（主として保安のために設けるものを除く。）を内

蔵しないこと。

　第13条第１項を次のように改める。

　　蓄電池設備（蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロ

ワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防

庁告示第７号）第２に定めるものを除く。以下同じ。）は，地震等により容易に転倒し，亀裂が生じ，

又は破損しない構造とすること。この場合において，開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては，その電

槽は，耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。

　第13条第３項を次のように改める。

３　第１項に規定するもののほか，屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設ける電気事業者用のも

の，蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第３に定めるもの並びに消防長が火災予

防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。）にあっては，建築物から３メー

トル以上の距離を保たなければならない。ただし，不燃材料で造り，又は覆われた外壁で開口部のない

ものに面するときは，この限りでない。

　第13条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第11条の２第１項第４号」に改める。

　第23条第３項中「の場合において，」を「に規定する「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と」

に，「別表第７に定める」を「国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格Ｚ8210に適合す

る」に改め，同条第４項第２号中「の設置（併せて図記号による標識を設けるときは，別表第７に定める

ものとしなければならない。）」を「又は健康増進法（平成14年法律第103号）第33条第２項に規定する

喫煙専用室標識の設置」に改め，同条中第７項を第８項とし，第６項を第７項とし，同条第５項中「前項

第２号」を「第４項第２号」に改め，同項を同条第６項とし，同条第４項の次に次の１項を加える。

５　前項第２号に規定する「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号による標識を設けるときは，国際標

準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Ｚ8210に適合するものとしなければならない。

　第44条第16号中「蓄電池設備」の次に「(蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。）」を加え

る。

　別表第３中

　別表第４から別表第７までを次のように改める。

別表第４から別表第７まで　削除

　　　付　則

　（施行期日）

１　この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める日から施行する。

　⑴ 第23条及び別表第４から別表第７までの改正規定並びに付則第６項及び付則第７項の規定　公布の

日

⑵ 第11条の２第１項の改正規定（同項第４号の改正規定を除く。）及び付則第３項の規定　令和５年

10月１日

⑶ 第11条第１項第４号，第11条の２第１項第４号，第13条，第44条第16号及び別表第３の改正規定並

びに次項，付則第４項及び付則第５項の規定　令和６年１月１日

　（経過措置）

２　第11条第１項第４号の改正規定の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている燃料電池発電

設備（水戸市火災予防条例第８条の３第１項に規定する燃料電池発電設備をいう。），変電設備（同条

例第11条第１項に規定する変電設備をいう。），内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備（改

正後の第13条第１項に規定する蓄電池設備をいい，付則第５項の規定の適用を受けるものを除く。付則

第４項において同じ。）であって，改正後の同号（同条例第８条の３第１項及び第３項，第12条第２項

及び第３項並びに第13条第２項並びに改正後の同条第４項において準用する場合を含む。以下この項に

おいて同じ。）の規定に適合しないものについては，同号の規定にかかわらず，なお従前の例による。

３　第11条の２第１項の改正規定（同項第４号の改正規定を除く。）の施行の際現に設置され，又は設置

の工事がされている急速充電設備（改正後の同項に規定する急速充電設備をいう。）に係る位置，構造

及び管理に関する基準については，なお従前の例による。

４　第13条第１項の改正規定の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている蓄電池設備であっ

て，改正後の同項の規定に適合しないものについては，同項の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。

５　改正後の第13条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち，同条の改正規

定の施行の際現に設置されているもの及び付則第１項第３号に定める日から起算して２年を経過する日

までの間に設置されたものであって，改正後の同条の規定に適合しないものについては，当該規定は，

適用しない。

６　改正後の第23条第４項第２号の規定の適用については，当分の間，同号中「標識又は」とあるのは

「標識，」と，「喫煙専用室標識」とあるのは「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律

（平成30年法律第78号）附則第３条第１項の規定により読み替えて適用される健康増進法第33条第２項

に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」とする。

７　第23条の改正規定の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている水戸市火災予防条例第23条

第２項又は改正後の同条第４項第２号に規定する標識と併せて設ける図記号による標識のうち，改正後

の同条第３項又は第５項の規定に適合しないものについては，これらの規定にかかわらず，なお従前の

例による。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第86号

水戸市火災予防条例の一部を改正する条例

　水戸市火災予防条例（昭和37年水戸市条例第18号）の一部を次のように改正する。

　第11条第１項第４号中「キュービクル式のものにあっては，」を削る。

　第11条の２第１項各号列記以外の部分を次のように改める。

　　急速充電設備（電気を設備内部で変圧して，電気自動車等（電気を動力源とする自動車，原動機付自

転車，船舶，航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。）にコネクター（充電用ケーブルを

電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。）を用いて充電する設備（全出力20キロワット

以下のものを除く。）をいい，分離型のもの（変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト（コネク

ター及び充電用ケーブルを収納する設備で，変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。）により

構成されるものをいう。以下同じ。）にあっては，充電ポストを含む。以下同じ。）の位置，構造及び

管理は，次に掲げる基準によらなければならない。

　第11条の２第１項第１号ただし書を次のように改める。

　　　ただし，次に掲げるものにあっては，この限りでない。

　　ア　不燃材料で造り，又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの

　　イ　分離型のものの充電ポスト

　第11条の２第１項第２号に次のただし書を加える。

　　　ただし，分離型のものの充電ポストにあっては，この限りでない。

　第11条の２第１項第４号中「雨水等」を「その筐体は，雨水等」に改め，同項第６号中「急速充電設

備」を「コネクター」に改め，同項第７号中「急速充電設備と」を「コネクターが」に，「との接続部

に」を「に接続され，」に改め，同項第11号を次のように改める。

　⑾　手動で緊急停止させることができる装置を，当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに，速

やかに操作することができる箇所に設けること。

　第11条の２第１項第12号中「自動車等」を「急速充電設備と電気自動車等」に改め，同項第13号中

「（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号において同じ。）」を削

り，同項第16号中「蓄電池を」を「蓄電池（主として保安のために設けるものを除く。）を」に改め，同

項中第18号を第19号とし，第17号を第18号とし，第16号の次に次の１号を加える。

　⒄　分離型のものにあっては，充電ポストに蓄電池（主として保安のために設けるものを除く。）を内

蔵しないこと。

　第13条第１項を次のように改める。

　　蓄電池設備（蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロ

ワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防

庁告示第７号）第２に定めるものを除く。以下同じ。）は，地震等により容易に転倒し，亀裂が生じ，

又は破損しない構造とすること。この場合において，開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては，その電

槽は，耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。

　第13条第３項を次のように改める。

３　第１項に規定するもののほか，屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設ける電気事業者用のも

の，蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第３に定めるもの並びに消防長が火災予

防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。）にあっては，建築物から３メー

トル以上の距離を保たなければならない。ただし，不燃材料で造り，又は覆われた外壁で開口部のない

ものに面するときは，この限りでない。

　第13条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第11条の２第１項第４号」に改める。

　第23条第３項中「の場合において，」を「に規定する「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と」

に，「別表第７に定める」を「国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格Ｚ8210に適合す

る」に改め，同条第４項第２号中「の設置（併せて図記号による標識を設けるときは，別表第７に定める

ものとしなければならない。）」を「又は健康増進法（平成14年法律第103号）第33条第２項に規定する

喫煙専用室標識の設置」に改め，同条中第７項を第８項とし，第６項を第７項とし，同条第５項中「前項

第２号」を「第４項第２号」に改め，同項を同条第６項とし，同条第４項の次に次の１項を加える。

５　前項第２号に規定する「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号による標識を設けるときは，国際標

準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Ｚ8210に適合するものとしなければならない。

　第44条第16号中「蓄電池設備」の次に「(蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。）」を加え

る。

　別表第３中

　別表第４から別表第７までを次のように改める。

別表第４から別表第７まで　削除

　　　付　則

　（施行期日）

１　この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める日から施行する。

　⑴ 第23条及び別表第４から別表第７までの改正規定並びに付則第６項及び付則第７項の規定　公布の

日

⑵ 第11条の２第１項の改正規定（同項第４号の改正規定を除く。）及び付則第３項の規定　令和５年

10月１日

⑶ 第11条第１項第４号，第11条の２第１項第４号，第13条，第44条第16号及び別表第３の改正規定並

びに次項，付則第４項及び付則第５項の規定　令和６年１月１日

　（経過措置）

２　第11条第１項第４号の改正規定の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている燃料電池発電

設備（水戸市火災予防条例第８条の３第１項に規定する燃料電池発電設備をいう。），変電設備（同条

例第11条第１項に規定する変電設備をいう。），内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備（改

正後の第13条第１項に規定する蓄電池設備をいい，付則第５項の規定の適用を受けるものを除く。付則

第４項において同じ。）であって，改正後の同号（同条例第８条の３第１項及び第３項，第12条第２項

及び第３項並びに第13条第２項並びに改正後の同条第４項において準用する場合を含む。以下この項に

おいて同じ。）の規定に適合しないものについては，同号の規定にかかわらず，なお従前の例による。

３　第11条の２第１項の改正規定（同項第４号の改正規定を除く。）の施行の際現に設置され，又は設置

の工事がされている急速充電設備（改正後の同項に規定する急速充電設備をいう。）に係る位置，構造

及び管理に関する基準については，なお従前の例による。

４　第13条第１項の改正規定の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている蓄電池設備であっ

て，改正後の同項の規定に適合しないものについては，同項の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。

５　改正後の第13条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち，同条の改正規

定の施行の際現に設置されているもの及び付則第１項第３号に定める日から起算して２年を経過する日

までの間に設置されたものであって，改正後の同条の規定に適合しないものについては，当該規定は，

適用しない。

６　改正後の第23条第４項第２号の規定の適用については，当分の間，同号中「標識又は」とあるのは

「標識，」と，「喫煙専用室標識」とあるのは「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律

（平成30年法律第78号）附則第３条第１項の規定により読み替えて適用される健康増進法第33条第２項

に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」とする。

７　第23条の改正規定の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている水戸市火災予防条例第23条

第２項又は改正後の同条第４項第２号に規定する標識と併せて設ける図記号による標識のうち，改正後

の同条第３項又は第５項の規定に適合しないものについては，これらの規定にかかわらず，なお従前の

例による。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第86号

水戸市火災予防条例の一部を改正する条例

　水戸市火災予防条例（昭和37年水戸市条例第18号）の一部を次のように改正する。

　第11条第１項第４号中「キュービクル式のものにあっては，」を削る。

　第11条の２第１項各号列記以外の部分を次のように改める。

　　急速充電設備（電気を設備内部で変圧して，電気自動車等（電気を動力源とする自動車，原動機付自

転車，船舶，航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。）にコネクター（充電用ケーブルを

電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。）を用いて充電する設備（全出力20キロワット

以下のものを除く。）をいい，分離型のもの（変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト（コネク

ター及び充電用ケーブルを収納する設備で，変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。）により

構成されるものをいう。以下同じ。）にあっては，充電ポストを含む。以下同じ。）の位置，構造及び

管理は，次に掲げる基準によらなければならない。

　第11条の２第１項第１号ただし書を次のように改める。

　　　ただし，次に掲げるものにあっては，この限りでない。

　　ア　不燃材料で造り，又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの

　　イ　分離型のものの充電ポスト

　第11条の２第１項第２号に次のただし書を加える。

　　　ただし，分離型のものの充電ポストにあっては，この限りでない。

　第11条の２第１項第４号中「雨水等」を「その筐体は，雨水等」に改め，同項第６号中「急速充電設

備」を「コネクター」に改め，同項第７号中「急速充電設備と」を「コネクターが」に，「との接続部

に」を「に接続され，」に改め，同項第11号を次のように改める。

　⑾　手動で緊急停止させることができる装置を，当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに，速

やかに操作することができる箇所に設けること。

　第11条の２第１項第12号中「自動車等」を「急速充電設備と電気自動車等」に改め，同項第13号中

「（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号において同じ。）」を削

り，同項第16号中「蓄電池を」を「蓄電池（主として保安のために設けるものを除く。）を」に改め，同

項中第18号を第19号とし，第17号を第18号とし，第16号の次に次の１号を加える。

　⒄　分離型のものにあっては，充電ポストに蓄電池（主として保安のために設けるものを除く。）を内

蔵しないこと。

　第13条第１項を次のように改める。

　　蓄電池設備（蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロ

ワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防

庁告示第７号）第２に定めるものを除く。以下同じ。）は，地震等により容易に転倒し，亀裂が生じ，

又は破損しない構造とすること。この場合において，開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては，その電

槽は，耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。

　第13条第３項を次のように改める。

３　第１項に規定するもののほか，屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設ける電気事業者用のも

の，蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第３に定めるもの並びに消防長が火災予

防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。）にあっては，建築物から３メー

トル以上の距離を保たなければならない。ただし，不燃材料で造り，又は覆われた外壁で開口部のない

ものに面するときは，この限りでない。

　第13条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第11条の２第１項第４号」に改める。

　第23条第３項中「の場合において，」を「に規定する「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と」

に，「別表第７に定める」を「国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格Ｚ8210に適合す

る」に改め，同条第４項第２号中「の設置（併せて図記号による標識を設けるときは，別表第７に定める

ものとしなければならない。）」を「又は健康増進法（平成14年法律第103号）第33条第２項に規定する

喫煙専用室標識の設置」に改め，同条中第７項を第８項とし，第６項を第７項とし，同条第５項中「前項

第２号」を「第４項第２号」に改め，同項を同条第６項とし，同条第４項の次に次の１項を加える。

５　前項第２号に規定する「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号による標識を設けるときは，国際標

準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Ｚ8210に適合するものとしなければならない。

　第44条第16号中「蓄電池設備」の次に「(蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。）」を加え

る。

　別表第３中

　別表第４から別表第７までを次のように改める。

別表第４から別表第７まで　削除

　　　付　則

　（施行期日）

１　この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める日から施行する。

　⑴ 第23条及び別表第４から別表第７までの改正規定並びに付則第６項及び付則第７項の規定　公布の

日

⑵ 第11条の２第１項の改正規定（同項第４号の改正規定を除く。）及び付則第３項の規定　令和５年

10月１日

⑶ 第11条第１項第４号，第11条の２第１項第４号，第13条，第44条第16号及び別表第３の改正規定並

びに次項，付則第４項及び付則第５項の規定　令和６年１月１日

　（経過措置）

２　第11条第１項第４号の改正規定の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている燃料電池発電

設備（水戸市火災予防条例第８条の３第１項に規定する燃料電池発電設備をいう。），変電設備（同条

例第11条第１項に規定する変電設備をいう。），内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備（改

正後の第13条第１項に規定する蓄電池設備をいい，付則第５項の規定の適用を受けるものを除く。付則

第４項において同じ。）であって，改正後の同号（同条例第８条の３第１項及び第３項，第12条第２項

及び第３項並びに第13条第２項並びに改正後の同条第４項において準用する場合を含む。以下この項に

おいて同じ。）の規定に適合しないものについては，同号の規定にかかわらず，なお従前の例による。

３　第11条の２第１項の改正規定（同項第４号の改正規定を除く。）の施行の際現に設置され，又は設置

の工事がされている急速充電設備（改正後の同項に規定する急速充電設備をいう。）に係る位置，構造

及び管理に関する基準については，なお従前の例による。

４　第13条第１項の改正規定の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている蓄電池設備であっ

て，改正後の同項の規定に適合しないものについては，同項の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。

５　改正後の第13条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち，同条の改正規

定の施行の際現に設置されているもの及び付則第１項第３号に定める日から起算して２年を経過する日

までの間に設置されたものであって，改正後の同条の規定に適合しないものについては，当該規定は，

適用しない。

６　改正後の第23条第４項第２号の規定の適用については，当分の間，同号中「標識又は」とあるのは

「標識，」と，「喫煙専用室標識」とあるのは「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律

（平成30年法律第78号）附則第３条第１項の規定により読み替えて適用される健康増進法第33条第２項

に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」とする。

７　第23条の改正規定の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている水戸市火災予防条例第23条

第２項又は改正後の同条第４項第２号に規定する標識と併せて設ける図記号による標識のうち，改正後

の同条第３項又は第５項の規定に適合しないものについては，これらの規定にかかわらず，なお従前の

例による。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第86号

水戸市火災予防条例の一部を改正する条例

　水戸市火災予防条例（昭和37年水戸市条例第18号）の一部を次のように改正する。

　第11条第１項第４号中「キュービクル式のものにあっては，」を削る。

　第11条の２第１項各号列記以外の部分を次のように改める。

　　急速充電設備（電気を設備内部で変圧して，電気自動車等（電気を動力源とする自動車，原動機付自

転車，船舶，航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。）にコネクター（充電用ケーブルを

電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。）を用いて充電する設備（全出力20キロワット

以下のものを除く。）をいい，分離型のもの（変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト（コネク

ター及び充電用ケーブルを収納する設備で，変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。）により

構成されるものをいう。以下同じ。）にあっては，充電ポストを含む。以下同じ。）の位置，構造及び

管理は，次に掲げる基準によらなければならない。

　第11条の２第１項第１号ただし書を次のように改める。

　　　ただし，次に掲げるものにあっては，この限りでない。

　　ア　不燃材料で造り，又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの

　　イ　分離型のものの充電ポスト

　第11条の２第１項第２号に次のただし書を加える。

　　　ただし，分離型のものの充電ポストにあっては，この限りでない。

　第11条の２第１項第４号中「雨水等」を「その筐体は，雨水等」に改め，同項第６号中「急速充電設

備」を「コネクター」に改め，同項第７号中「急速充電設備と」を「コネクターが」に，「との接続部

に」を「に接続され，」に改め，同項第11号を次のように改める。

　⑾　手動で緊急停止させることができる装置を，当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに，速

やかに操作することができる箇所に設けること。

　第11条の２第１項第12号中「自動車等」を「急速充電設備と電気自動車等」に改め，同項第13号中

「（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号において同じ。）」を削

り，同項第16号中「蓄電池を」を「蓄電池（主として保安のために設けるものを除く。）を」に改め，同

項中第18号を第19号とし，第17号を第18号とし，第16号の次に次の１号を加える。

　⒄　分離型のものにあっては，充電ポストに蓄電池（主として保安のために設けるものを除く。）を内

蔵しないこと。

　第13条第１項を次のように改める。

　　蓄電池設備（蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロ

ワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防

庁告示第７号）第２に定めるものを除く。以下同じ。）は，地震等により容易に転倒し，亀裂が生じ，

又は破損しない構造とすること。この場合において，開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては，その電

槽は，耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。

　第13条第３項を次のように改める。

３　第１項に規定するもののほか，屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設ける電気事業者用のも

の，蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第３に定めるもの並びに消防長が火災予

防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。）にあっては，建築物から３メー

トル以上の距離を保たなければならない。ただし，不燃材料で造り，又は覆われた外壁で開口部のない

ものに面するときは，この限りでない。

　第13条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第11条の２第１項第４号」に改める。

　第23条第３項中「の場合において，」を「に規定する「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と」

に，「別表第７に定める」を「国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格Ｚ8210に適合す

る」に改め，同条第４項第２号中「の設置（併せて図記号による標識を設けるときは，別表第７に定める

ものとしなければならない。）」を「又は健康増進法（平成14年法律第103号）第33条第２項に規定する

喫煙専用室標識の設置」に改め，同条中第７項を第８項とし，第６項を第７項とし，同条第５項中「前項

第２号」を「第４項第２号」に改め，同項を同条第６項とし，同条第４項の次に次の１項を加える。

５　前項第２号に規定する「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号による標識を設けるときは，国際標

準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Ｚ8210に適合するものとしなければならない。

　第44条第16号中「蓄電池設備」の次に「(蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。）」を加え

る。

　別表第３中

　別表第４から別表第７までを次のように改める。

別表第４から別表第７まで　削除

　

　　　付　則

　（施行期日）

１　この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める日から施行する。

　⑴ 第23条及び別表第４から別表第７までの改正規定並びに付則第６項及び付則第７項の規定　公布の

日

　⑵ 第11条の２第１項の改正規定（同項第４号の改正規定を除く。）及び付則第３項の規定　令和５年

10月１日

　⑶ 第11条第１項第４号，第11条の２第１項第４号，第13条，第44条第16号及び別表第３の改正規定並

びに次項，付則第４項及び付則第５項の規定　令和６年１月１日

　（経過措置）

２　第11条第１項第４号の改正規定の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている燃料電池発電

設備（水戸市火災予防条例第８条の３第１項に規定する燃料電池発電設備をいう。），変電設備（同条

例第11条第１項に規定する変電設備をいう。），内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備（改

正後の第13条第１項に規定する蓄電池設備をいい，付則第５項の規定の適用を受けるものを除く。付則

第４項において同じ。）であって，改正後の同号（同条例第８条の３第１項及び第３項，第12条第２項

及び第３項並びに第13条第２項並びに改正後の同条第４項において準用する場合を含む。以下この項に

おいて同じ。）の規定に適合しないものについては，同号の規定にかかわらず，なお従前の例による。

３　第11条の２第１項の改正規定（同項第４号の改正規定を除く。）の施行の際現に設置され，又は設置

の工事がされている急速充電設備（改正後の同項に規定する急速充電設備をいう。）に係る位置，構造

及び管理に関する基準については，なお従前の例による。

４　第13条第１項の改正規定の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている蓄電池設備であっ

て，改正後の同項の規定に適合しないものについては，同項の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。

５　改正後の第13条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち，同条の改正規

定の施行の際現に設置されているもの及び付則第１項第３号に定める日から起算して２年を経過する日

までの間に設置されたものであって，改正後の同条の規定に適合しないものについては，当該規定は，

適用しない。

６　改正後の第23条第４項第２号の規定の適用については，当分の間，同号中「標識又は」とあるのは

「標識，」と，「喫煙専用室標識」とあるのは「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律

（平成30年法律第78号）附則第３条第１項の規定により読み替えて適用される健康増進法第33条第２項

に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」とする。

７　第23条の改正規定の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている水戸市火災予防条例第23条

第２項又は改正後の同条第４項第２号に規定する標識と併せて設ける図記号による標識のうち，改正後

の同条第３項又は第５項の規定に適合しないものについては，これらの規定にかかわらず，なお従前の

例による。

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖

市議会議案第86号

水戸市火災予防条例の一部を改正する条例

　水戸市火災予防条例（昭和37年水戸市条例第18号）の一部を次のように改正する。

　第11条第１項第４号中「キュービクル式のものにあっては，」を削る。

　第11条の２第１項各号列記以外の部分を次のように改める。

　　急速充電設備（電気を設備内部で変圧して，電気自動車等（電気を動力源とする自動車，原動機付自

転車，船舶，航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。）にコネクター（充電用ケーブルを

電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。）を用いて充電する設備（全出力20キロワット

以下のものを除く。）をいい，分離型のもの（変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト（コネク

ター及び充電用ケーブルを収納する設備で，変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。）により

構成されるものをいう。以下同じ。）にあっては，充電ポストを含む。以下同じ。）の位置，構造及び

管理は，次に掲げる基準によらなければならない。

　第11条の２第１項第１号ただし書を次のように改める。

　　　ただし，次に掲げるものにあっては，この限りでない。

　　ア　不燃材料で造り，又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの

　　イ　分離型のものの充電ポスト

　第11条の２第１項第２号に次のただし書を加える。

　　　ただし，分離型のものの充電ポストにあっては，この限りでない。

　第11条の２第１項第４号中「雨水等」を「その筐体は，雨水等」に改め，同項第６号中「急速充電設

備」を「コネクター」に改め，同項第７号中「急速充電設備と」を「コネクターが」に，「との接続部

に」を「に接続され，」に改め，同項第11号を次のように改める。

　⑾　手動で緊急停止させることができる装置を，当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに，速

やかに操作することができる箇所に設けること。

　第11条の２第１項第12号中「自動車等」を「急速充電設備と電気自動車等」に改め，同項第13号中

「（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号において同じ。）」を削

り，同項第16号中「蓄電池を」を「蓄電池（主として保安のために設けるものを除く。）を」に改め，同

項中第18号を第19号とし，第17号を第18号とし，第16号の次に次の１号を加える。

　⒄　分離型のものにあっては，充電ポストに蓄電池（主として保安のために設けるものを除く。）を内

蔵しないこと。

　第13条第１項を次のように改める。

　　蓄電池設備（蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロ

ワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防

庁告示第７号）第２に定めるものを除く。以下同じ。）は，地震等により容易に転倒し，亀裂が生じ，

又は破損しない構造とすること。この場合において，開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては，その電

槽は，耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。

　第13条第３項を次のように改める。

３　第１項に規定するもののほか，屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設ける電気事業者用のも

の，蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第３に定めるもの並びに消防長が火災予

防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。）にあっては，建築物から３メー

トル以上の距離を保たなければならない。ただし，不燃材料で造り，又は覆われた外壁で開口部のない

ものに面するときは，この限りでない。

　第13条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第11条の２第１項第４号」に改める。

　第23条第３項中「の場合において，」を「に規定する「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と」

に，「別表第７に定める」を「国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格Ｚ8210に適合す

る」に改め，同条第４項第２号中「の設置（併せて図記号による標識を設けるときは，別表第７に定める

ものとしなければならない。）」を「又は健康増進法（平成14年法律第103号）第33条第２項に規定する

喫煙専用室標識の設置」に改め，同条中第７項を第８項とし，第６項を第７項とし，同条第５項中「前項

第２号」を「第４項第２号」に改め，同項を同条第６項とし，同条第４項の次に次の１項を加える。

５　前項第２号に規定する「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号による標識を設けるときは，国際標

準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Ｚ8210に適合するものとしなければならない。

　第44条第16号中「蓄電池設備」の次に「(蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。）」を加え

る。

　別表第３中

　別表第４から別表第７までを次のように改める。

別表第４から別表第７まで　削除

　

　　　付　則

　（施行期日）

１　この条例は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める日から施行する。

　⑴ 第23条及び別表第４から別表第７までの改正規定並びに付則第６項及び付則第７項の規定　公布の

日

　⑵ 第11条の２第１項の改正規定（同項第４号の改正規定を除く。）及び付則第３項の規定　令和５年

10月１日

　⑶ 第11条第１項第４号，第11条の２第１項第４号，第13条，第44条第16号及び別表第３の改正規定並

びに次項，付則第４項及び付則第５項の規定　令和６年１月１日

　（経過措置）

２　第11条第１項第４号の改正規定の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている燃料電池発電

設備（水戸市火災予防条例第８条の３第１項に規定する燃料電池発電設備をいう。），変電設備（同条

例第11条第１項に規定する変電設備をいう。），内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備（改

正後の第13条第１項に規定する蓄電池設備をいい，付則第５項の規定の適用を受けるものを除く。付則

第４項において同じ。）であって，改正後の同号（同条例第８条の３第１項及び第３項，第12条第２項

及び第３項並びに第13条第２項並びに改正後の同条第４項において準用する場合を含む。以下この項に

おいて同じ。）の規定に適合しないものについては，同号の規定にかかわらず，なお従前の例による。

３　第11条の２第１項の改正規定（同項第４号の改正規定を除く。）の施行の際現に設置され，又は設置

の工事がされている急速充電設備（改正後の同項に規定する急速充電設備をいう。）に係る位置，構造

及び管理に関する基準については，なお従前の例による。

４　第13条第１項の改正規定の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている蓄電池設備であっ

て，改正後の同項の規定に適合しないものについては，同項の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。

５　改正後の第13条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち，同条の改正規

定の施行の際現に設置されているもの及び付則第１項第３号に定める日から起算して２年を経過する日

までの間に設置されたものであって，改正後の同条の規定に適合しないものについては，当該規定は，

適用しない。

６　改正後の第23条第４項第２号の規定の適用については，当分の間，同号中「標識又は」とあるのは

「標識，」と，「喫煙専用室標識」とあるのは「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律

（平成30年法律第78号）附則第３条第１項の規定により読み替えて適用される健康増進法第33条第２項

に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」とする。

７　第23条の改正規定の施行の際現に設置され，又は設置の工事がされている水戸市火災予防条例第23条

第２項又は改正後の同条第４項第２号に規定する標識と併せて設ける図記号による標識のうち，改正後

の同条第３項又は第５項の規定に適合しないものについては，これらの規定にかかわらず，なお従前の

例による。

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖

― 6 ― ― 7 ―



市議会議案第87号

水戸市立小学校，中学校，義務教育学校及び幼稚園設置条例の一
部を改正する条例

　水戸市立小学校，中学校，義務教育学校及び幼稚園設置条例（昭和39年水戸市条例第16号）の一部を次

のように改正する。

　別表第３水戸市立見川幼稚園の項を削る。

　

　　　付　則

　この条例は，令和６年４月１日から施行する。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第88号

元石川町排水路新設工事請負契約の締結について

　元石川町排水路新設工事請負契約を次のように締結するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　工　 事　 名　　元石川町排水路新設工事

２　契 約 金 額　　319,000,000円

３　契約の相手方　　菅原・田口建特定建設工事共同企業体

　　　　　代表者　　水戸市六反田町1213番地１

　　　　　　　　　　菅原建設株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　若　松　亜紀子

　　　　　構成員　　水戸市六反田町1213番地１

　　　　　　　　　　菅原建設株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　若　松　亜紀子

　　　　　構成員　　水戸市城南３丁目12番６号

　　　　　　　　　　田口建設工業株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　田　口　恵一郎

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖

（参考）

　議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例抜粋

　（議会の議決に付すべき契約）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第96条第１項第５号の規定により議会

の議決に付さなければならない契約は，予定価格15,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
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市議会議案第89号

都市計画道路３・３・２号中大野中河内線（松が丘工区）橋梁上
部工製作工（下り線）工事請負契約の締結について

　都市計画道路３・３・２号中大野中河内線（松が丘工区）橋梁上部工製作工（下り線）工事請負契約を

次のように締結するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　工　 事　 名　　都市計画道路３・３・２号中大野中河内線（松が丘工区）橋梁上部工製作工（下り

　　　　　　　　　　線）工事

２　契 約 金 額　　572,000,000円

３　契約の相手方　　横河ＮＳ・株木特定建設工事共同企業体

　　　　　代表者    神栖市砂山16番地５

　　　　　　　　　　株式会社横河ＮＳエンジニアリング

　　　　　　　　　　代表取締役　　髙　木　清　次

　　　　　構成員    神栖市砂山16番地５

　　　　　　　　　　株式会社横河ＮＳエンジニアリング

　　　　　　　　　　代表取締役　　髙　木　清　次

　　　　　構成員    水戸市吉沢町311番地１

　　　　　　　　　　株木建設株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　株　木　康　吉

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第90号

水戸市立石川小学校長寿命化改良工事請負契約の締結について

　水戸市立石川小学校長寿命化改良工事請負契約を次のように締結するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　工　 事　 名　　水戸市立石川小学校長寿命化改良工事

２　契 約 金 額　　972,180,000円

３　契約の相手方　　鈴木良・東・ＫＵＮＯ特定建設工事共同企業体

　　　　　代表者　　水戸市緑町１丁目１番４号

　　　　　　　　　　株式会社鈴木良工務店

　　　　　　　　　　代表取締役　　鈴　木　勝　彦

　　　　　構成員　　水戸市緑町１丁目１番４号

　　　　　　　　　　株式会社鈴木良工務店

　　　　　　　　　　代表取締役　　鈴　木　勝　彦

　　　　　構成員　　水戸市河和田町2996番地の９

　　　　　　　　　　東建設株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　小　口　辰　也

　　　　　構成員　　水戸市姫子２丁目162番地の１

　　　　　　　　　　株式会社ＫＵＮＯ

　　　　　　　　　　代表取締役　　久　野　寛　光

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第91号

水戸市立石川小学校長寿命化改良電気設備工事請負契約の締結に
ついて

　水戸市立石川小学校長寿命化改良電気設備工事請負契約を次のように締結するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　工　 事　 名　　水戸市立石川小学校長寿命化改良電気設備工事

２　契 約 金 額　　184,800,000円

３　契約の相手方　　石川・アコオ特定建設工事共同企業体

　　　　　代表者　　水戸市松が丘２丁目５番36号

　　　　　　　　　　石川電機株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　石　川　英　子

　　　　　構成員　　水戸市松が丘２丁目５番36号

　　　　　　　　　　石川電機株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　石　川　英　子

　　　　　構成員　　水戸市谷津町細田１番12

　　　　　　　　　　株式会社アコオ

　　　　　　　　　　代表取締役　　宇都宮　　　浩

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第92号

水戸市立石川小学校長寿命化改良機械設備（給排水）工事請負契
約の締結について

　水戸市立石川小学校長寿命化改良機械設備（給排水）工事請負契約を次のように締結するものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　工　 事　 名　　水戸市立石川小学校長寿命化改良機械設備（給排水）工事

２　契 約 金 額　　196,130,000円

３　契約の相手方　　菊地・小河原特定建設工事共同企業体

　　　　　代表者　　水戸市石川４丁目4030番地の11

　　　　　　　　　　菊地設備工業株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　富　田　　　孝

　　　　　構成員　　水戸市石川４丁目4030番地の11

　　　　　　　　　　菊地設備工業株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　富　田　　　孝

　　　　　構成員　　水戸市青柳町900番地の５

　　　　　　　　　　小河原設備工業株式会社

　　　　　　　　　　代表取締役　　穐　本　裕　介

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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市議会議案第93号

令和５年度水戸市一般会計補正予算（第５号）
　

　令和５年度水戸市の一般会計補正予算（第５号）は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ549,382千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ121,565,220千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，

「第１表歳入歳出予算補正」による。

　（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加は，「第２表債務負担行為補正」による。

　（地方債の補正）

第３条　地方債の変更は，「第３表地方債補正」による。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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第３表　地 方 債 補 正

第２表　債務負担行為補正

起債の目的
限 度 額 起債の方法 利　　率 償還の方法

補　　　 正　　　 前

限 度 額 起債の方法 利　　率 償還の方法

補　　　 正　　　 後

千円千円
1,073,300

1,650,900

普通貸借又
は債券発行

　3.0％以
内 （ た だ
し，利率見
直し方式で
借り入れる
ものについ
て，利率の
見直しを行
った後にお
いては，当
該見直し後
の利率）

　30年以内
（据置期間
を含む。）
なお，公的
資金につい
ては，その
融資条件に
より，銀行
その他の場
合には，そ
の債権者と
協定するも
のとする。
ただし，市
財政の都合
により据置
期間及び償
還期限を短
縮し，若し
くは繰上償
還又は低利
に借換する
ことができ
る。

1,052,300

1,610,000

普通貸借又
は債券発行

　3.0％以
内 （ た だ
し，利率見
直し方式で
借り入れる
ものについ
て，利率の
見直しを行
った後にお
いては，当
該見直し後
の利率）

　30年以内
（据置期間
を含む。）
なお，公的
資金につい
ては，その
融資条件に
より，銀行
その他の場
合には，そ
の債権者と
協定するも
のとする。
ただし，市
財政の都合
により据置
期間及び償
還期限を短
縮し，若し
くは繰上償
還又は低利
に借換する
ことができ
る。

道路橋りょ
う事業

都市計画事
業

事　　　　　　　　　　項

道路・公園等屋外照明灯ＬＥＤ化事業に係る債務負担

期　　　間 限　度　額
千円

700,000
令和５年度から
令和16年度まで

第１表　歳入歳出予算補正 

歳　　入   

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計 

２ 国庫補助金

１ 繰越金

１ 市債 

千円 千円 千円

26,722,736

6,205,365

841,878

841,878

8,162,200

8,162,200

121,015,838

26,790,041

6,272,670

1,262,055

1,262,055

8,224,100

8,224,100

121,565,220

67,305

67,305

420,177

420,177

61,900

61,900

549,382歳　  入  　合　  計

16　国庫支出金

21　繰越金

23　市債

歳　　出   

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計 

２ 児童福祉費

３ 生活保護費

２ 道路橋りょう費

３ 河川費

４ 都市計画費

５ 住宅費

 

千円 千円 千円

51,378,279

18,458,023

9,350,174

16,546,722

3,678,294

894,646

10,693,492

779,540

121,015,838

51,788,561

18,509,663

9,708,816

16,685,822

3,722,194

896,846

10,781,492

784,540

121,565,220

410,282

51,640

358,642

139,100

43,900

2,200

88,000

5,000

549,382歳　  出  　合　  計

３ 民生費

８ 土木費
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市議会議案第94号

令和５年度水戸市介護保険会計補正予算（第１号）

　令和５年度水戸市の介護保険会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ453,089千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ25,686,089千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，

「別表歳入歳出予算補正」による。

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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歳　　入  

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計 

1　繰越金

千円 千円 千円

40,385

40,385

25,233,000

493,474

493,474

25,686,089

453,089

453,089

453,089歳　  入  　合　  計

８　繰越金

歳　　出  

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計 

1　償還金及び還付加算金

千円 千円 千円

9,504

9,504

25,233,000

462,593

462,593

25,686,089

453,089

453,089

453,089歳　  出  　合　  計

５　諸支出金

別表　歳入歳出予算補正
報告第51号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定に基づき，令和５年度水戸市一般会計補正予

算（第４号）を別紙のように処分したから，同条第３項の規定により報告し，承認を求めるものである。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別表　歳入歳出予算補正

 

歳　　入

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額  

１　国庫負担金

２　国庫補助金

１　繰越金　

５　雑入

千円 千円 千円

25,874,444

19,780,249

6,017,073

838,700

838,700

3,180,229

2,874,925

120,162,660

26,722,736

20,440,249

6,205,365

841,878

841,878

3,181,937

2,876,633

121,015,838

848,292

660,000

188,292

3,178

3,178

1,708

1,708

853,178歳　  入  　合　  計

16　国庫支出金

21　繰越金

22　諸収入

歳　　出

款 項 補正前の予算額 補　 正　 額 計

１　議会費

１　保健所費

千円 千円 千円

541,507

541,507

11,625,420

3,881,692

120,162,660

544,685

544,685

12,475,420

4,731,692

121,015,838

3,178

3,178

850,000

850,000

853,178歳　  出  　合　  計

１　議会費

４　衛生費

計

別　紙

令和５年度水戸市一般会計補正予算（第４号）
　

　令和５年度水戸市の一般会計補正予算（第４号）は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ853,178千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ121,015,838千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，

「別表歳入歳出予算補正」による。

　上記については，市議会の議決に代え，地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定によ

り処分するものである。

令和５年８月８日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖
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報告第52号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，水戸市社会福祉審議会条例の一部

を改正する条例について，別紙のように処分したから，同条第２項の規定により報告するものである。

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖

― 31 ―



別　紙

水戸市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例

　水戸市社会福祉審議会条例（令和元年水戸市条例第24号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「第77条第１項」を「第72条第１項」に改める。

　第２条第２号中「第77条第１項各号」を「第72条第１項各号」に改める。

　　　付　則

　この条例は，公布の日から施行する。

　上記については，地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により処分するものであ

る。

令和５年７月26日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

報告第53号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，訴えの提起について，別紙のよう

に処分したから，同条第２項の規定により報告するものである。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

訴えの提起について

　市営住宅等の明渡し及び滞納家賃等の支払を求めるため，次のとおり裁判所に訴えを提起する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１　訴えの相手方

　　

　　

２　訴えの原因

　　市営住宅の家賃及び使用料の滞納があるため，相手方に市営住宅及び駐車場の明渡し並びに滞納家賃

及び使用料の支払を求めたが応じなかった。

３　訴えの要旨

　⑴　相手方に対し，市営住宅及び駐車場の明渡し並びに滞納家賃，使用料等の支払を命ずるとの判決を

求める。

　⑵　訴訟費用は，相手方の負担とする。

４　上訴に関する取扱い

　　必要に応じて上訴するものとする。

　上記については，地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により処分するものであ

る。

令和５年８月14日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

報告第54号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，交通事故に関する和解及び損害賠

償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条第２項の規定により報告するものであ

る。

令和５年９月４日提出　　

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　交通事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第12号及び第13

号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和５年６月29日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

令和５年４月21日　午後４時40分頃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

　生活福祉課職員　　　　は，市有車を運転し，上記場所において後退した際，駐

車していた相手方の車両に接触した。

　この結果，相手方の車両が損傷したものである。
　市は，　　　　に対し，損害賠償金として38,511円を支払うものとする。

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件

報告第55号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，動物愛護センター駐車場で発生し

た事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条第２項の

規定により報告するものである。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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報告第56号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，交通事故に関する和解及び損害賠

償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条第２項の規定により報告するものであ

る。

　　　　

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖

別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　動物愛護センター駐車場で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和５年７月11日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

令和５年６月２日　午前10時頃

水戸市河和田町999番地　動物愛護センター駐車場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

　保健衛生課動物愛護センター職員　　　　は，上記場所で市有車から降車す

る際，開けたドアを隣に駐車していた相手方の車両に接触させた。

　この結果，相手方の車両が損傷したものである。
　市は，　　　　　に対し，損害賠償金として258,103円を支払うものとする。

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件
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別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　交通事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第12号及び第13

号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和５年８月９日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

令和４年10月11日　午前８時50分頃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

　清掃事務所職員　　　は，市有車を運転し，上記場所において後退した際，相手

方所有のガードレールに接触した。

　この結果，当該ガードレールが損傷したものである。
　市は，　　　　に対し，損害賠償金として199,100円を支払うものとする。

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件

報告第57号

専決処分について

　　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，交通事故に関する和解及び損害

賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条第２項の規定により報告するものであ

る。

　　　　

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　交通事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第12号及び第13

号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和５年８月18日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

令和５年１月18日　午前８時25分頃

水戸市城東２丁目６番36地先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

　清掃事務所職員　　　　は，市有車を運転し，上記場所の丁字路を右折しようと

した際，右側から走行してきた相手方車両に接触した。

　この結果，双方の車両が損傷するとともに，相手方が負傷したものである。
　市は　　　に対し1,131,663円を，　　　は市に対し43,423円を，それぞれ損害

賠償金として支払うものとする。

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件

報告第58号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，水戸市渡里町2567番23地先で発生

した事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条第２項

の規定により報告するものである。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　水戸市渡里町2567番23地先で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和５年６月５日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

令和５年４月29日　午後５時50分頃

水戸市渡里町2567番23地先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

　上記場所の市道上に隣地との境界を示すプレートが固定用の釘とともに剥離して

いたため，その上を走行した相手方の車両が損傷したものである。
　市は，　　　　に対し，損害賠償金として23,375円を支払うものとする。

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件

報告第59号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，水戸市渡里町3827番２地先で発生

した事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条第２項

の規定により報告するものである。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　水戸市渡里町3827番２地先で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和５年６月21日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

　上記場所の市道の舗装が欠損していたため，当該欠損部分を走行した相手方の車

両が損傷したものである。
　市は，　　　　に対し，損害賠償金として15,200円を支払うものとする。

令和５年６月２日　午後５時頃

水戸市渡里町3827番２地先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件

報告第60号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，水戸市渡里町3827番２地先で発生

した事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条第２項

の規定により報告するものである。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　水戸市渡里町3827番２地先で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和５年６月21日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

　上記場所の市道の舗装が欠損していたため，当該欠損部分を走行した相手方の車

両が損傷したものである。
　市は，　　　に対し，損害賠償金として102,344円を支払うものとする。

令和５年６月２日　午後５時頃

水戸市渡里町3827番２地先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件

報告第61号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，水戸市渡里町3827番２地先で発生

した事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条第２項

の規定により報告するものである。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　水戸市渡里町3827番２地先で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和５年６月21日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

　上記場所の市道の舗装が欠損していたため，当該欠損部分を走行した相手方の車

両が損傷したものである。
　市は，　　　　に対し，損害賠償金として91,951円を支払うものとする。

令和５年６月２日　午後５時頃

水戸市渡里町3827番２地先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件

報告第62号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，水戸市けやき台３丁目28番２地先

で発生した事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条

第２項の規定により報告するものである。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖

― 50 ― ― 51 ―

mu112119
ハイライト表示

mu112119
ハイライト表示

mu112119
ハイライト表示



別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　水戸市けやき台３丁目28番２地先で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法

律第67号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和５年７月４日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

令和５年６月６日　午後６時15分頃

水戸市けやき台３丁目28番２地先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

　相手方の車両が上記場所を走行した際，市が管理する街路樹の枝が落下し，相手

方の車両に接触した。

　この結果，相手方の車両が損傷したものである。
　市は，　　　　に対し，損害賠償金として100,078円を支払うものとする。

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件

報告第63号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，水戸市渡里町3827番２地先で発生

した事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条第２項

の規定により報告するものである。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　水戸市渡里町3827番２地先で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和５年７月７日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

　上記場所の市道の舗装が欠損していたため，当該欠損部分を走行した相手方の車

両が損傷したものである。
　市は，　　　　に対し，損害賠償金として36,344円を支払うものとする。

令和５年６月２日　午後５時頃

水戸市渡里町3827番２地先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件

報告第64号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，水戸市住吉町282番１地先で発生し

た事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条第２項の

規定により報告するものである。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　水戸市住吉町282番１地先で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和５年７月25日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

　上記場所の市道の舗装が欠損していたため，当該欠損部分を走行した相手方の車

両が損傷したものである。
　市は，　　　　　に対し，損害賠償金として10,560円を支払うものとする。

令和５年６月13日　午前８時40分頃

水戸市住吉町282番１地先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件

報告第65号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，水戸市元石川町325番30地先で発生

した事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条第２項

の規定により報告するものである。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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報告第66号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，水戸市田野町30番２地先で発生し

た事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条第２項の

規定により報告するものである。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖

別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　水戸市元石川町325番30地先で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律第

67号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和５年８月９日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

令和４年３月４日　午前11時頃

水戸市元石川町325番30地先

　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

　相手方の車両が上記場所を走行した際，市道の側溝の蓋が跳ね上がり，相手方の

車両に接触した。

　この結果，相手方の車両が損傷したものである。
　市は，　　　　　　　に対し，損害賠償金として422,200円を支払うものとする。

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件
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別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　水戸市田野町30番２地先で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律第67

号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和５年８月18日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

　上記場所の市道の舗装が欠損していたため，当該欠損部分を走行した相手方の車

両が損傷したものである。
　市は，　　　　　に対し，損害賠償金として3,252円を支払うものとする。

令和５年７月15日　午前８時40分頃

水戸市田野町30番２地先

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件

報告第67号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，　　　　　　　　　　　　　にお

いて発生した事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同

条第２項の規定により報告するものである。

　　　　

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　　　　　　　　　　　　　　で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律第

67号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和５年７月20日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

令和５年４月10日　午前11時頃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

　清掃事務所職員　　　が，ごみ収集のため，上記場所において，ごみ集積所に集

積されたごみを被覆したネットを持ち上げた際，当該ネットに付帯したおもりが，

駐車していた相手方の車両に接触した。

　この結果，相手方の車両が損傷したものである。
　市は，　　　　に対し，損害賠償金として604,565円を支払うものとする。

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件

報告第68号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，逆川緑地で発生した事故に関する

和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分したから，同条第２項の規定により報告

するものである。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　逆川緑地で発生した事故により生じた損害について，地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項

第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のとおり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和５年８月４日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

令和３年10月23日　午前９時頃

水戸市千波町1566番地　逆川緑地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

　相手方が上記場所の木道を歩行した際，木道の一部が腐食していたため，相手方

の足が当該部分から脱落した。

　この結果，相手方が負傷したものである。
　市は，　　　　　に対し，損害賠償金として150,333円を支払うものとする。

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件

報告第69号

専決処分について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき，水戸市総合運動公園軟式球場に近

接する建物で発生した事故に関する和解及び損害賠償の額を定めることについて，別紙のように処分した

から，同条第２項の規定により報告するものである。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

和解及び損害賠償の額を定めることについて

　水戸市総合運動公園軟式球場に近接する建物で発生した事故により生じた損害について，地方自治法

（昭和22年法律第67号）第96条第１項第12号及び第13号の規定に基づき，和解及び損害賠償の額を次のと

おり定める。

　上記については，地方自治法第180条第１項の規定により処分するものである。

令和５年８月10日処分

水戸市長　　高　橋　　　靖

令和５年７月２日　午前10時30分頃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事 故 発 生 日 時

事 故 発 生 場 所

和 解 の 相 手 方

　水戸市総合運動公園軟式球場のフェンスを越えて飛んだソフトボール用のボール

が相手方所有の建物のベランダに落下した。

　この結果，当該ベランダが損傷したものである。
　市は，　　　　に対し，損害賠償金として134,200円を支払うものとする。

事 故 の 概 要

和 解 の 条 件

報告第70号

令和４年度水戸市一般会計継続費精算について

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第145条第２項の規定に基づき，令和４年度水戸市一般会計

継続費精算について別紙のように報告する。

令和５年９月４日提出

水戸市長　　高　橋　　　靖
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２ 総務費 １ 総務管理
   費

新市民会館整備事
業

南消防署移転改築
事業

９ 消防費 １ 消防費

笠原小学校校舎増
築事業（２期）

10 教育費 ２ 小学校費

吉沢小学校校舎増
築事業

酒門小学校長寿命
化改良事業（２期）

緑岡出張所改築基
本・実施設計事業

（単位  円）

別　紙

令 和 ４ 年 度 水 戸 市 一 般 会 計 継 続 費 精 算 報 告 書

左　　の　　財　　源　　内　　訳 左　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源 特　　定　　財　　源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源

支出済額

左　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　定　　財　　源

国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源

年割額と

支出済額

と の 差
年 割 額

年

　
　

 

度

全　　　　　体　　　　　計　　　　　画 実　　　　　　　　　績 比　　　　　　　　　較

款 項 事   業   名

2

3

4

計

2

3

4

計

3

4

計

2

3

4

計

3

4

計

2

3

4

計

4,500,000,000

5,500,000,000

8,250,980,000

18,250,980,000

271,000,000

619,000,000

690,000,000

1,580,000,000

11,000,000

22,000,000

33,000,000

50,000,000

282,000,000

570,000,000

902,000,000

196,000,000

393,000,000

589,000,000

246,000,000

379,000,000

65,000,000

690,000,000

242,600,000

323,000,000

588,680,000

1,154,280,000

10,000,000

13,000,000

15,000,000

38,000,000

11,000,000

5,500,000

16,500,000

50,000

5,033,000

26,621,000

31,704,000

4,089,000

10,074,000

14,163,000

2,640,000

11,025,000

40,800,000

54,465,000

12,900,000

1,680,000

△ 14,579,826

174

7,544,718

12,941,766

△ 17,648,721

2,837,763

11,000,000

△ 24,750,000

△ 13,750,000

50,000

49,773

△ 9,103,669

△ 9,003,896

1,928,096

△ 8,923,525

△ 6,995,429

2,640,000

△ 4,835,625

8,118,502

5,922,877

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

116,100,000

14,700,000

△ 130,800,000

－ 

160,600,000

363,600,000

△ 486,300,000

37,900,000

－ 

16,500,000

16,500,000

32,400,000

△ 2,900,000

23,200,000

52,700,000

6,700,000

13,800,000

20,500,000

208,400,000

149,400,000

△ 298,800,000

59,000,000

86,000,000

10,920,000

△ 96,920,000

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

17,550,000

△ 17,725,000

△ 6,660,000

△ 6,835,000

－ 

－ 

－ 

34,960,000

△ 5,954,000

△ 65,120,000

△ 36,114,000

215,000,000

27,300,000

△ 242,299,826

174

168,144,718

376,541,766

△ 503,948,721

40,737,763

11,000,000

△ 8,250,000

2,750,000

50,000,000

△ 20,575,227

7,436,331

36,861,104

8,628,096

4,876,475

13,504,571

246,000,000

138,610,375

△ 355,801,498

28,808,877

229,700,000

321,320,000

603,259,826

1,154,279,826

2,455,282

58,234

32,648,721

35,162,237

－ 

30,250,000

30,250,000

－ 

4,983,227

35,724,669

40,707,896

2,160,904

18,997,525

21,158,429

－ 

15,860,625

32,681,498

48,542,123

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

3,947,300,000

4,300,900,000

6,903,700,000

15,151,900,000

100,400,000

242,400,000

1,161,300,000

1,504,100,000

－ 

－ 

－ 

－ 

239,500,000

398,500,000

638,000,000

161,200,000

313,100,000

474,300,000

－ 

154,100,000

323,000,000

477,100,000

108,000,000

850,480,000

986,320,000

1,944,800,000

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

58,092,000

128,339,000

186,431,000

24,011,000

56,026,000

80,037,000

－ 

70,429,000

65,120,000

135,549,000

4,285,000,000

5,472,700,000

8,493,279,826

18,250,979,826

102,855,282

242,458,234

1,193,948,721

1,539,262,237

－ 

30,250,000

30,250,000

－ 

302,575,227

562,563,669

865,138,896

187,371,904

388,123,525

575,495,429

－ 

240,389,625

420,801,498

661,191,123

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

4,063,400,000

4,315,600,000

6,772,900,000

15,151,900,000

261,000,000

606,000,000

675,000,000

1,542,000,000

－ 

16,500,000

16,500,000

32,400,000

236,600,000

421,700,000

690,700,000

167,900,000

326,900,000

494,800,000

208,400,000

303,500,000

24,200,000

536,100,000

194,000,000

861,400,000

889,400,000

1,944,800,000

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

17,550,000

40,367,000

121,679,000

179,596,000

24,011,000

56,026,000

80,037,000

34,960,000

64,475,000

－ 

99,435,000
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報告第71号

令和４年度水戸市水道事業会計継続費精算について
　

　地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第18条の２第２項の規定に基づき，令和４年度水戸市

水道事業会計継続費精算について別紙のように報告する。

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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1 資本的支
  出

1 建設改良
  費

開江浄水場配水池
改修工事

楮川浄水場電気設
備取替工事

２

３

４

計

２

３

４

計

（単位  円）

別　紙

令 和 ４ 年 度 水 戸 市 水 道 事 業 会 計 継 続 費 精 算 報 告 書

左　の　財　源　内　訳 左　の　財　源　内　訳

企　　 業　　 債

左　の　財　源　内　訳

年　 　割　　 額

年

　
　

 

度

全　　　　　体　　　　　計　　　　　画 実　　　　　　　　　績 比　　　　　　　　　較

款 項 事   業   名

116,600,000

211,200,000

125,700,000

453,500,000

550,000,000

517,000,000

444,000,000

1,511,000,000

99,600,000

175,200,000

125,000,000

399,800,000

470,000,000

429,200,000

437,000,000

1,336,200,000

17,000,000

36,000,000

700,000

53,700,000

80,000,000

87,800,000

7,000,000

174,800,000

42,400,000

76,800,000

334,110,000

453,310,000

200,000,000

188,000,000

1,118,670,000

1,506,670,000

42,400,000

76,800,000

280,600,000

399,800,000

200,000,000

188,000,000

948,200,000

1,336,200,000

－

－

53,510,000

53,510,000

－

－

170,470,000

170,470,000

74,200,000

134,400,000

△ 208,410,000

190,000

350,000,000

329,000,000

△ 674,670,000

4,330,000

57,200,000

98,400,000

△ 155,600,000

－

270,000,000

241,200,000

△ 511,200,000

－

17,000,000

36,000,000

△ 52,810,000

190,000

80,000,000

87,800,000

△ 163,470,000

4,330,000

企　　業　　債

年 割 額 と
支 払 義 務
発生額との差

支 払 義 務
発 生 額

当 年 度 分
損 益 勘 定
留 保 資 金

当 年 度 分
損 益 勘 定
留 保 資 金

企　　業　　債
当 年 度 分
損 益 勘 定
留 保 資 金
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報告第72号

健全化判断比率について

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項の規定に基づき，令和

５年度に算定した健全化判断比率について，別紙監査委員の審査意見を付けて次のように報告する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

実質赤字比率 －　

連結実質赤字比率　 －　

実質公債費比率　 9.2％　

将来負担比率　 132.9％　

　　備考　「－」は，該当数値がないことを示す。

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

健全化判断比率審査意見書

１　審査の種類

　　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項に基づく審査

２　審査の対象

　　令和４年度決算等に基づき令和５年度に算定した実質赤字比率，連結実質赤字比率，実質公債費比率

及び将来負担比率（以下「健全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類

３　審査の期間

　　令和５年７月14日から同年８月９日まで

４　審査の実施内容等

　　審査に当たっては，水戸市監査基準（令和２年水戸市監査委員告示第１号）にのっとり，健全化判断

比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は，法令に適合し，かつ正確であるかについて関係

書類との照合及び計数の確認を行うとともに，７月25日には，監査委員室において関係職員から説明を

聴取し，審査を実施した。

５　審査の結果

　　審査に付された下記の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は，１から４ま

でのとおり審査した限り，重要な点において，法令に適合し，かつ正確であると認められた。

６　意見

　　健全化判断比率は，いずれも早期健全化基準を下回っているが，４大プロジェクトの推進等に伴い，

実質公債費比率及び将来負担比率は，当面は大きな低下が見込めない状況にある。引き続き，公債費負

担の軽減及び市債残高の抑制に取り組むとともに，多様な財源の拡充を図るなど，健全な財政運営に努

められたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

備考１　「－」は，該当数値がないことを示す。

　　２　早期健全化基準の数値を括弧内に記載した。

 

（単位　％）

132.9

（350.0）

 9.2

（25.0）

－

（16.25）

－

（11.25）

将来負担比率実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率

報告第73号

資金不足比率について

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第１項の規定に基づき，令和

５年度に算定した資金不足比率について，別紙監査委員の審査意見を付けて次のように報告する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

公設地方卸売市場事業会計　　　　－

農業集落排水事業会計　　　　　　－

東前第二土地区画整理事業会計　　－

水道事業会計　　　　　　　　　　－

下水道事業会計　　　　　　　　　－

　　備考　「－」は，該当数値がないことを示す。

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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別　紙

資金不足比率審査意見書

１　審査の種類

　　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第１項に基づく審査

２　審査の対象

　　令和４年度決算等に基づき令和５年度に算定した資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載

した書類

３　審査の期間

　　令和５年７月14日から同年８月９日まで

４　審査の実施内容等

　　審査に当たっては，水戸市監査基準（令和２年水戸市監査委員告示第１号）にのっとり，資金不足比

率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は，法令に適合し，かつ正確であるかについて関係書

類との照合及び計数の確認を行うとともに，７月25日には，監査委員室において関係職員から説明を聴

取し，審査を実施した。

５　審査の結果

　　審査に付された下記の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は，１から４まで

のとおり審査した限り，重要な点において，法令に適合し，かつ正確であると認められた。

６　意見

　　いずれの会計も資金不足は生じていないが，一般会計からの繰入金のうち，国が定めた繰出基準に基

づかない基準外の繰入れにより収入を補っている会計もあることから，独立採算制の原則に基づき，各

会計の健全な経営に努められたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

備考１　「－」は，該当数値がないことを示す。

　　２　経営健全化基準の数値を括弧内に記載した。

－（20.0）

－（20.0）

－（20.0）

－（20.0）

－（20.0）

（単位　％）
資金不足比率会　　計　　名

公設地方卸売市場事業会計

農業集落排水事業会計

東前第二土地区画整理事業会計

水道事業会計

下水道事業会計

報告第74号

非強制徴収債権の放棄について

　水戸市債権管理条例（平成23年水戸市条例第２号）第６条第２項の規定に基づき，令和４年度に放棄し

た非強制徴収債権について，次のように報告する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖

債権放棄の根拠会　計　名 債　権　名 件　数 金　額

一般会計

水道事業会計

住宅使用料

751件

261件

24件

2,052件

81件

6,473,400円

2,116,200円

117,400円

7,257,480円

313,577円

第６条第１項第１号

第６条第１項第４号

第６条第１項第１号

第６条第１項第１号

第６条第１項第４号
水道料金

放課後学級事業保護者
負担金
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報告第75号

公益財団法人水戸市スポーツ振興協会の令和４年度事業報告及び
決算に関する書類の提出について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定に基づき，公益財団法人水戸市スポーツ

振興協会の令和４年度事業報告及び決算に関する書類を別冊のように提出する。

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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報告第76号

公益財団法人水戸市芸術振興財団の令和４年度事業報告及び決算
に関する書類の提出について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定に基づき，公益財団法人水戸市芸術振興

財団の令和４年度事業報告及び決算に関する書類を別冊のように提出する。

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖

― 83 ―



報告第77号

一般財団法人水戸市農業公社の令和４年度事業報告及び決算に関
する書類の提出について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定に基づき，一般財団法人水戸市農業公社

の令和４年度事業報告及び決算に関する書類を別冊のように提出する。

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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報告第78号

一般財団法人水戸市公園協会の令和４年度事業報告及び決算に関
する書類の提出について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定に基づき，一般財団法人水戸市公園協会

の令和４年度事業報告及び決算に関する書類を別冊のように提出する。

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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報告第79号

公益財団法人水戸市国際交流協会の令和４年度事業報告及び決算
に関する書類の提出について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定に基づき，公益財団法人水戸市国際交流

協会の令和４年度事業報告及び決算に関する書類を別冊のように提出する。

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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報告第80号

一般財団法人水戸市勤労者福祉サービスセンターの令和４年度事
業報告及び決算に関する書類の提出について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定に基づき，一般財団法人水戸市勤労者福

祉サービスセンターの令和４年度事業報告及び決算に関する書類を別冊のように提出する。

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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報告第81号

一般財団法人水戸市商業・駐車場公社の令和４年度事業報告及び
決算に関する書類の提出について

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定に基づき，一般財団法人水戸市商業・駐

車場公社の令和４年度事業報告及び決算に関する書類を別冊のように提出する。

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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認定第１号

令和４年度水戸市一般会計及び特別会計決算認定について

１　令和４年度水戸市一般会計決算

２　令和４年度水戸市国民健康保険会計決算

３　令和４年度水戸市公設地方卸売市場事業会計決算

４　令和４年度水戸市駐車場事業会計決算

５　令和４年度水戸市農業集落排水事業会計決算

６　令和４年度水戸市東前第二土地区画整理事業会計決算

７　令和４年度水戸市公共用地先行取得事業会計決算

８　令和４年度水戸市介護保険会計決算

９　令和４年度水戸市介護サービス事業会計決算

10　令和４年度水戸市後期高齢者医療会計決算

11　令和４年度水戸市母子父子寡婦福祉資金会計決算

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定に基づき，監査委員の審査意見を付けて提出

し，認定に付するものである。

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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認定第２号

令和４年度水戸市公営企業会計決算認定について

１　令和４年度水戸市水道事業会計決算

２　令和４年度水戸市下水道事業会計決算

　地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第４項の規定に基づき，監査委員の審査意見を付けて

提出し，認定に付するものである。

 令和５年９月４日提出

  水戸市長　　高　橋　　　靖
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